
【公務のブランディング】
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【転勤する職員に対する給与上のインセンティブの付与】



企業 転勤に伴う一時金等の手当

Ａ社（建設・土木） 赴任手当・別居手当などとは別に一時金100万円 ＊最大

Ｂ社（飲料） 転居を伴う転勤に一時金 50万円

Ｃ社（銀行） 転居を伴う転勤に一時金 50万円

Ｄ社（保険サービス）
転居を伴う異動手当 60万円 ＊最大
(転勤後３年間、年2回の賞与に10万上乗せ)

Ｅ社（金融サービス） 転居を伴う転勤に一時金 30万円 ＊最大

Ｆ社（銀行）
年収ベースで96万円増 ＊最大
（役職に応じて３万～８万円を給与に上乗せ）

Ｇ社（産業機械） 転居を伴う転勤に一時金 50万円

▶ 民間企業では、社員の転勤に対する忌避感の高まりに伴い、離職防止や人材確保、経済的負担の軽減

等の観点から、転勤に応じた職員に対し、一時金等を支給するなどの取組が行われている

民間企業の取組例（報道ベースの情報）

御意見等いただきたい事項

転勤する職員に対する給与上のインセンティブの付与

① 参与の所属されている企業等又はよくご存じの企業等において、転勤に対する金銭的インセンティブ付与のため

の取組が行われているとすれば、どのような取組が行われているか。また、近年、見直しなどは行われているか。

② 今後、公務において転勤に関してパッケージで見直す場合、どのような方向で検討することが望ましいか（転勤

者や家族のサポートなど、給与以外の見直しも含む）。また、どのような点に留意して検討を進めていくべきか。



転勤関連手当の概要

手当名等 手当額 支払期間 受給者数

広域異動手当 俸給等の月額×距離別支給割合
支給割合（官署間の距離）

300㎞以上 10％
60㎞以上300㎞未満 ５％

異動等の日から３年間 約 34,000人

単身赴任手当 基礎額30,000円＋加算額
（加算額は職員の住居と配偶者等の住居と
の交通距離に応じて最大70,000円）

単身生活が継続している間 約 17,200人

地域手当の異動保障 俸給等の月額×級地別支給割合×
(１年目100％、２年目80％、３年目60％)

異動等の日から３年間 約 35,000人

特地勤務手当等 俸給等の月額×支給割合 異動等の日から３年間
(最大６年まで延長可能)

約 2,300人

通勤手当
(新幹線等特例)

職員が負担している運賃・特別料金等の額
に相当する額を支給
（最大150,000円）

特例要件を満たして通勤
している期間

約 3,500人

転勤する職員に対する給与上のインセンティブの付与＜参考＞



【国家公務員に対するアンケート】



国家公務員の意識に関するアンケート結果



クロスマーケティングモニターへのインターネット定量調査

全国

・男女18歳以上

・国家公務員 特別職以外

本調査：550ss

（右図の構成比(※)になるよう、WBを実施）

※ 一般職国家公務員在職状況統計表

（令和７年７月１日現在）による年齢別

在職者数を基に設定。

2025年11月26日（水）～2025年11月29日（土）

調査目的

調査エリア

調査対象者

サンプル数・割付

実査期間

調査手法

調査機関

国家公務員の仕事へのエンゲージメントや施策の効果について試行的に調査し、結果をとりまとめ、今後の調査・施策検討の一
助とする。

調査概要

1

～29歳 119

30～39歳 109

40～49歳 126

50～59歳 169

60歳以上 27

合計 550

株式会社クロスマーケティング
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本調査対象者プロフィール

3

（n=550）

男性
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女性

24.2%

性別

（n=550）
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30～39歳

20.1%
40～49歳

22.2%
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30.4%
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4.6%

年齢

（n=550）
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仕事への熱心な取組み

4
Q1_2 現在の主な仕事に対してのあなたの認識についてお聞かせください。／仕事に熱心に取り組んでいる(SA)

仕事への熱心な取組は【指定職、本省（課室長）】の「感じる・計」が他役職に比べて高い。所属組織の理念に共感している者なども高い。

いつも感じる よく感じる 時々感じる めったに感じない 全く感じない

（%）

n=

550  74.3

～29歳 125  77.8

30～39歳 110  66.1

40～49歳 122  74.3

50～59歳 167  76.0

60歳以上 25  81.5

指定職、本省（課室長） 35  95.6

本省（課長補佐、係長、係員） 123  77.9

地方機関（部長、課長） 49  73.2

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  71.2

その他 116  70.5

理念に共感あり・計 181  95.9

府省での従事に誇りあり・計 222  97.0

※n=30未満の場合はグレーアウト

共感・誇り別

感じる・計

感じる・計

全体

役職

年齢別

8.3

5.6

5.4

7.4

13.0

7.4

13.7

6.6

15.4

8.0

6.0

19.5

18.0

23.6

22.2

23.2

25.7

19.0

51.9

45.9

25.3

11.6

20.8

25.4

41.2

38.5

42.4

50.0

37.5

41.1

44.0

22.2

36.0

46.0

46.2

42.4

39.1

35.3

40.5

15.7

16.7

17.9

14.9

15.0

11.1

4.4

13.1

20.1

19.2

13.5

3.3

3.0

10.0

5.6

16.1

10.9

9.0

7.4

9.0

6.7

9.7

16.0

0.8



仕事への活力意識

5
Q1_1 現在の主な仕事に対してのあなたの認識についてお聞かせください。／仕事をしていると活力がみなぎるように感じる(SA)

いつも感じる よく感じる 時々感じる めったに感じない 全く感じない

（%）

n=

550  49.5

～29歳 125  44.4

30～39歳 110  42.0

40～49歳 122  53.7

50～59歳 167  53.0

60歳以上 25  63.0

指定職、本省（課室長） 35  77.2

本省（課長補佐、係長、係員） 123  45.0

地方機関（部長、課長） 49  56.5

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  43.6

その他 116  54.3

理念に共感あり・計 181  76.5

府省での従事に誇りあり・計 222  76.8

※n=30未満の場合はグレーアウト

共感・誇り別

感じる・計

感じる・計

全体

役職

年齢別

4.4

2.8

3.6

4.6

6.0

3.7

4.4

4.7

3.4

3.9

5.2

11.4

10.1

12.2

11.1

8.0

12.0

15.5

14.8

28.1

11.7

9.9

10.6

11.9

30.8

24.5

32.9

30.6

30.4

37.1

31.5

44.4

44.7

28.6

43.1

29.0

37.1

34.3

42.3

33.7

44.4

33.9

32.0

28.0

25.9

18.5

40.5

28.3

39.9

21.5

21.1

19.1

16.8

11.1

24.1

14.3

19.0

11.1

4.4

14.6

15.2

16.6

24.2

2.4

4.0

仕事への活力意識は【指定職、本省（課室長）】の「感じる・計」が他役職に比べて高い。所属組織の理念に共感している者なども高い。

いつも感じる よく感じる 時々感じる めったに感じない 全く感じない

（%）

n=

550  49.5

～29歳 125  44.4

30～39歳 110  42.0

40～49歳 122  53.7

50～59歳 167  53.0

60歳以上 25  63.0

指定職、本省（課室長） 35  77.2

本省（課長補佐、係長、係員） 123  45.0

地方機関（部長、課長） 49  56.5

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  43.6

その他 116  54.3

理念に共感あり・計 181  76.5

府省での従事に誇りあり・計 222  76.8

※n=30未満の場合はグレーアウト

共感・誇り別

感じる・計

感じる・計

全体

役職

年齢別

4.4

2.8

3.6

4.6
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3.7

4.4
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3.4

3.9

5.2

11.4

10.1

12.2

11.1

8.0

12.0

15.5

14.8

28.1

11.7

9.9

10.6

11.9

30.8

24.5

32.9

30.6

30.4

37.1

31.5

44.4

44.7

28.6

43.1

29.0

37.1

34.3

42.3

33.7

44.4

33.9

32.0

28.0

25.9

18.5

40.5

28.3

39.9

21.5

21.1

19.1

16.8

11.1

24.1

14.3

19.0

11.1

4.4

14.6

15.2

16.6

24.2

2.4

4.0



仕事への没頭度合い

6
Q1_3 現在の主な仕事に対してのあなたの認識についてお聞かせください。／仕事をしていると、つい夢中になっている(SA)

いつも感じる よく感じる 時々感じる めったに感じない 全く感じない

（%）

n=

550  66.6

～29歳 125  72.2

30～39歳 110  57.1

40～49歳 122  64.0

50～59歳 167  69.0

60歳以上 25  77.8

指定職、本省（課室長） 35  86.9

本省（課長補佐、係長、係員） 123  66.9

地方機関（部長、課長） 49  70.3

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  66.3

その他 116  59.4

理念に共感あり・計 181  90.1

府省での従事に誇りあり・計 222  89.6

※n=30未満の場合はグレーアウト

共感・誇り別

感じる・計

感じる・計

全体

役職

年齢別

6.3

5.6

1.8

4.6

10.5

11.1

16.3

5.4

5.1

6.1

5.2

15.9

14.2

16.9

13.9

16.1

19.4

16.5

25.9

29.5

15.9

19.9

14.4

17.8

32.6

31.2

43.4

52.8

39.3

40.0

42.0

40.7

41.0

45.6

45.3

45.8

36.4

41.6

44.2

21.9

22.2

26.8

23.4

19.0

11.1

9.1

23.0

19.6

22.6

24.2

8.0

9.6

11.4

5.6

16.1

12.6

12.0

11.1

4.0

10.1

10.1

11.1

16.4

1.9

0.8

仕事への没頭度合いは【指定職、本省（課室長）】の「感じる・計」が他役職に比べて高い。【～29歳】、所属組織の理念に共感している者なども高い。



仕事に活力・熱意をもって取り組むために、今後さらに充実・実現を希望する項目

7

Q2 仕事に活力・熱意をもって取り組むために、今後さらに充実・実現してほしいとあなたが思う項目を、次の中から、上位3つまで選んでください。(MA)

全体では、「仕事と私生活のバランスが十分にとれること」（42.1%）と「仕事に見合った給与を受け取れること」（42.0%）がおおよそ同率で高く、最

重要ニーズであることが窺える。次点は「成果に対する適切な評価」（26.3%）が高い。
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550  42.1 42.0 26.3 23.3 22.4 18.0 13.3 11.1 10.8 9.5 0.6 17.8

～29歳 125  47.2 50.0 27.8 16.7 33.3 19.4 16.7 8.3 8.3 5.6 - 13.9

30～39歳 110  41.1 32.1 18.8 17.0 22.3 17.0 13.4 11.6 7.1 14.3 - 25.0

40～49歳 122  36.6 39.4 28.6 25.7 18.9 13.7 14.9 14.3 13.1 13.7 1.1 17.1

50～59歳 167  41.0 43.0 28.0 28.0 18.5 19.0 10.0 9.0 14.5 7.0 0.5 18.5

60歳以上 25  55.6 51.9 29.6 40.7 11.1 29.6 11.1 22.2 3.7 3.7 3.7 3.7

本府省庁 178  45.4 44.2 32.8 23.1 26.7 18.7 10.1 8.0 9.9 9.5 0.9 16.2

本府省庁以外 372  40.5 41.0 23.2 23.4 20.3 17.7 14.9 12.6 11.3 9.5 0.4 18.5

指定職、本省（課室長） 35  41.8 43.3 46.0 22.8 18.2 18.7 9.4 11.5 11.1 15.4 - 10.3

本省（課長補佐、係長、係員） 123  51.3 40.7 27.8 28.6 29.7 26.7 11.6 6.1 14.0 6.6 1.2 12.1

地方機関（部長、課長） 49  41.9 43.6 31.2 36.9 14.5 12.2 9.6 16.6 21.6 12.2 1.9 14.8

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  44.4 47.7 27.7 21.9 19.9 18.5 15.9 10.1 7.9 7.7 0.3 16.0

その他 116  28.1 31.3 13.8 14.7 24.2 10.1 12.8 16.0 8.7 13.0 - 30.9

※n=30未満の場合はグレーアウト ※全体の値を基準に降順並び替え

全体

役職

勤務先

年齢別

42.1 42.0

26.3 23.3 22.4
18.0

13.3 11.1 10.8 9.5
0.6

17.8

0%
10%
20%
30%
40%
50%



所属組織（府省）の理念への共感

8

Q3_1 現在の所属組織（府省）について、どの程度あてはまりますか。／今の所属組織（府省）の理念に共感している(SA)

全体では、「あてはまる・計」が32.9%にとどまる。役職別では、【指定職、本省（課室長）】、【地方機関（部長、課長）】が高く、職位が高いほど所

属組織の理念に共感している傾向。

（%）

あてはまる ややあてはまる どちらとも言えない あまりあてはまらない 全くあてはまらない

n=

550  32.9 24.3

～29歳 125  27.8 22.2

30～39歳 110  28.6 30.4

40～49歳 122  34.9 23.4

50～59歳 167  36.5 24.5

60歳以上 25  44.4 11.1

本府省庁 178  39.0 19.5

本府省庁以外 372  30.0 26.6

指定職、本省（課室長） 35  56.3 18.2

本省（課長補佐、係長、係員） 123  34.0 22.1

地方機関（部長、課長） 49  46.3 21.8

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  28.9 25.8

その他 116  26.8 26.6

※n=30未満の場合はグレーアウト

あてはまる・計 あてはまらない・計

あてはまる・計 あてはまらない・計

全体

役職

勤務先

年齢別

8.9

11.1

4.5

5.1

13.0

7.4

14.1

6.3

21.2

9.2

8.5

6.0

10.5

24.1

16.7

24.1

29.7

23.5

37.0

24.9

23.7

35.1

24.8

37.8

23.0

16.3

42.8

50.0

41.1

41.7

39.0

44.4

41.5

43.4

25.4

43.9

32.0

45.3

46.6

14.3

16.7

17.0

12.6

13.0

7.4

12.2

15.3

16.3

11.6

13.4

14.6

16.4

10.0

5.6

13.4

10.9

11.5

3.7

7.3

11.3

2.0

10.5

8.4

11.3

10.3



所属組織（府省）で働くことへの誇り

9

Q3_2 現在の所属組織（府省）について、どの程度あてはまりますか。／今の所属組織（府省）で働くことに誇りをもっている(SA)

全体では、 「あてはまる・計」は40.3％。役職別では、【指定職、本省（課室長）】、【地方機関（部長、課長）】が高く、職位が高いほど所属組織で

働くことに誇りを持っている傾向。

（%）

あてはまる ややあてはまる どちらとも言えない あまりあてはまらない 全くあてはまらない

n=

550  40.3 25.0

～29歳 125  41.7 22.2

30～39歳 110  31.3 33.0

40～49歳 122  41.7 25.7

50～59歳 167  42.0 24.0

60歳以上 25  55.6 7.4

本府省庁 178  47.3 17.2

本府省庁以外 372  37.0 28.8

指定職、本省（課室長） 35  61.3 15.9

本省（課長補佐、係長、係員） 123  42.7 23.3

地方機関（部長、課長） 49  51.1 21.8

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  34.2 27.6

その他 116  38.9 25.9

※n=30未満の場合はグレーアウト

あてはまる・計 あてはまらない・計

あてはまる・計 あてはまらない・計

全体

役職

勤務先

年齢別

12.7

13.9

8.9

8.0

17.0

18.5

18.7

9.9

29.9

14.6

12.2

9.1

12.9

27.6

27.8

22.3

33.7

25.0

37.0

28.5

27.1

31.4

28.0

38.9

25.1

26.0

34.6

36.1

35.7

32.6

34.0

37.0

35.5

34.2

22.8

34.0

27.1

38.2

35.2

15.1

19.4

20.5

14.3

10.5

3.7

10.2

17.4

11.9

11.6

13.4

17.5

15.7

10.0

2.8

12.5

11.4

13.5

3.7

7.0

11.4

4.0

11.7

8.4

10.1

10.3



仕事や研修を通じて能力を高められているか

10

Q4_1 現在の仕事について、どの程度あてはまりますか。／仕事や研修を通じて自分の能力を高められている(SA)

全体では、「そう思う・計」が35.5%。年齢別では、 【30～39歳】 の「そう思う・計」は26.8%と、他年代に比べて低い。

（%）

とてもそう思う
どちらかと言えばそう

思う
どちらとも言えない

どちらかと言えばそう

思わない
全くそう思わない

n=

550  35.5 29.8

～29歳 125  36.1 30.6

30～39歳 110  26.8 37.5

40～49歳 122  36.6 32.6

50～59歳 167  37.0 24.5

60歳以上 25  55.6 14.8

本府省庁 178  35.7 30.0

本府省庁以外 372  35.4 29.8

指定職、本省（課室長） 35  53.0 17.8

本省（課長補佐、係長、係員） 123  31.6 31.0

地方機関（部長、課長） 49  38.5 32.8

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  35.0 29.3

その他 116  34.0 32.0

※n=30未満の場合はグレーアウト

そう思う・計 そう思わない・計

そう思う・計 そう思わない・計

全体

役職

勤務先

年齢別

6.8

8.3

5.4

6.9

6.5

7.4

11.2

4.7

14.1

7.7

2.0

5.9

7.4

28.7

27.8

21.4

29.7

30.5

48.1

24.5

30.7

38.9

23.9

36.5

29.1

26.6

34.7

33.3

35.7

30.9

38.5

29.6

34.3

34.8

29.2

37.4

28.6

35.7

34.0

18.6

22.2

21.4

18.9

15.5

7.4

22.0

17.0

13.9

19.8

26.1

17.3

18.2

11.2

8.3

16.1

13.7

9.0

7.4

8.0

12.8

4.0

11.2

6.7

12.1

13.9



自分の成長につながるフィードバックがあるか

11

Q4_2 現在の仕事について、どの程度あてはまりますか。／自分の成長につながるフィードバックがある(SA)

全体では、「そう思う・計」が32.8%。年齢別では、【～29歳】の「そう思う・計」が高い一方、【30～39歳】の「そう思わない・計」が高い。

（%）

とてもそう思う
どちらかと言えばそう

思う
どちらとも言えない

どちらかと言えばそう

思わない
全くそう思わない

n=

550  32.8 29.1

～29歳 125  38.9 27.8

30～39歳 110  24.1 35.7

40～49歳 122  29.7 33.1

50～59歳 167  34.5 25.5

60歳以上 25  44.4 11.1

本府省庁 178  35.1 28.1

本府省庁以外 372  31.7 29.6

指定職、本省（課室長） 35  57.4 22.2

本省（課長補佐、係長、係員） 123  26.8 31.5

地方機関（部長、課長） 49  33.2 31.4

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  31.3 30.7

その他 116  34.5 24.6

※n=30未満の場合はグレーアウト

そう思う・計 そう思わない・計

そう思う・計 そう思わない・計

全体

役職

勤務先

年齢別

6.7

8.3

4.5

5.1

8.5

3.7

9.1

5.5

14.1

4.2

1.7

6.8

8.9

26.1

30.6

19.6

24.6

26.0

40.7

26.0

26.2

43.3

22.6

31.5

24.4

25.7

38.1

33.3

40.2

37.1

40.0

44.4

36.8

38.7

20.4

41.7

35.4

38.0

40.9

17.8

22.2

18.8

20.0

14.5

3.7

20.1

16.8

18.2

19.8

21.0

18.9

12.3

11.3

5.6

17.0

13.1

11.0

7.4

8.0

12.8

4.0

11.7

10.4

11.8

12.3



現在の職場は、成果や役割に報いてくれるか

12

Q8_1 現在の職場について、どの程度あてはまりますか。／現在の職場は、成果や役割に報いてくれる(SA)

全体では、「どちらとも言えない」（36.4%）が最多。役職別では、【指定職、本省（課室長）】が高い。

（%）

とてもそう思う
どちらかと言えばそう

思う
どちらとも言えない

どちらかと言えばそう

思わない
全くそう思わない

n=

550  31.1 32.5

～29歳 125  30.6 30.6

30～39歳 110  32.1 30.4

40～49歳 122  26.9 37.1

50～59歳 167  33.0 32.0

60歳以上 25  37.0 33.3

本府省庁 178  37.4 27.0

本府省庁以外 372  28.1 35.2

指定職、本省（課室長） 35  51.0 24.0

本省（課長補佐、係長、係員） 123  30.8 31.0

地方機関（部長、課長） 49  31.7 35.4

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  26.8 36.7

その他 116  33.5 27.4

※n=30未満の場合はグレーアウト

そう思う・計 そう思わない・計

そう思う・計 そう思わない・計

全体

役職

勤務先

年齢別

5.5

8.3

3.6

4.6

5.5

3.7

10.4

3.1

11.7

3.3

4.0

11.0

25.6

22.2

28.6

22.3

27.5

33.3

27.1

24.9

39.3

27.5

31.7

22.8

22.4

36.4

38.9

37.5

36.0

35.0

29.6

35.6

36.7

25.0

38.2

32.9

36.5

39.1

19.1

19.4

16.1

21.7

17.5

29.6

16.4

20.4

18.1

18.3

23.6

21.7

13.4

13.4

11.1

14.3

15.4

14.5

3.7

10.5

14.8

5.9

12.7

11.8

15.0

14.0



自分の意見・考えを安心して言える環境か

13
Q5 あなたの職場は、自分の意見・考えを安心して言える環境ですか。(SA)

全体では、「あてはまる・計」が51.1%と過半数を占めている。年齢別では 【30～39歳】が低い 。

（%）

あてはまる ややあてはまる どちらとも言えない あまりあてはまらない 全くあてはまらない

n=

550  51.1 20.9

～29歳 125  55.6 13.9

30～39歳 110  40.2 31.3

40～49歳 122  48.6 24.6

50～59歳 167  55.5 18.0

60歳以上 25  59.3 11.1

本府省庁 178  53.3 20.3

本府省庁以外 372  50.0 21.2

指定職、本省（課室長） 35  63.8 16.1

本省（課長補佐、係長、係員） 123  51.0 24.4

地方機関（部長、課長） 49  66.4 15.1

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  48.9 19.4

その他 116  45.0 23.9

※n=30未満の場合はグレーアウト

あてはまる・計 あてはまらない・計

あてはまる・計 あてはまらない・計

全体

役職

勤務先

年齢別

12.3

8.3

8.0

12.6

16.0

25.9

17.5

9.9

27.2

11.2

13.6

9.8

13.4

38.7

47.2

32.1

36.0

39.5

33.3

35.8

40.1

36.7

39.7

52.8

39.1

31.6

28.1

30.6

28.6

26.9

26.5

29.6

26.4

28.8

20.0

24.7

18.5

31.7

31.1

10.5

2.8

16.1

16.0

9.0

7.4

10.4

10.5

14.1

10.4

6.4

10.9

10.5

10.4

11.1

15.2

8.6

9.0

3.7

9.8

10.6

2.0

14.0

8.7

8.6

13.4



行動規範の認知状況

14

Q9 令和7年5月に国家公務員行動規範が策定されました。あなたは行動規範の内容を知っていましたか。(SA)

全体では「認知者・計」は51.2%。役職別では、【指定職、本省（課室長）】、【地方機関（部長、課長）】といった管理職層で認知が高い。

知っていた 一部知っていた 知らなかった

（%）

n=

550  51.2

～29歳 125  47.2

30～39歳 110  38.4

40～49歳 122  50.9

50～59歳 167  60.5

60歳以上 25  66.7

本府省庁 178  61.5

本府省庁以外 372  46.2

指定職、本省（課室長） 35  66.5

本省（課長補佐、係長、係員） 123  58.8

地方機関（部長、課長） 49  61.2

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  51.6

その他 116  33.3

※n=30未満の場合はグレーアウト

認知者・計

認知者・計

全体

役職

勤務先

年齢別

29.0

25.0

20.5

24.6

39.0

40.7

37.5

24.9

44.1

37.0

43.0

27.5

12.8

22.2

22.2

17.9

26.3

21.5

25.9

24.0

21.3

22.4

21.8

18.2

24.1

20.5

48.8

52.8

61.6

49.1

39.5

33.3

38.5

53.8

33.5

41.2

38.8

48.4

66.7



行動規範の認知経路

15

Q10 あなたは行動規範の内容をどこで知りましたか。(MA)

全体では、「所属組織における周知」（67.7%）が高く、次いで「研修」（21.7%）、「人事院のホームページ又は出版物」（19.4%）が2割前後。

n=

所

属

組

織

に

お

け

る

周

知

研

修

人

事

院

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

又

は

出

版

物

ポ

ス

タ

ー

そ

の

他

282  67.7 21.7 19.4 16.5 0.3

～29歳 59  76.5 5.9 11.8 29.4 -

30～39歳 42  60.5 30.2 20.9 16.3 -

40～49歳 62  56.2 24.7 28.1 16.9 -

50～59歳 101  71.9 26.4 17.4 10.7 -

60歳以上 17  72.2 16.7 22.2 5.6 5.6

本府省庁 110  60.6 20.9 19.2 24.4 -

本府省庁以外 172  72.2 22.3 19.5 11.5 0.5

指定職、本省（課室長） 23  66.3 27.8 23.6 6.5 -

本省（課長補佐、係長、係員） 72  69.8 24.6 19.1 19.3 -

地方機関（部長、課長） 30  62.6 27.8 26.3 13.0 3.1

地方機関（課長補佐、係長、係員） 117  73.2 19.2 17.5 13.7 -

その他 39  51.9 15.8 17.6 28.8 -

※n=30未満の場合はグレーアウト ※全体の値を基準に降順並び替え

全体

役職

勤務先

年齢別

67.7

21.7 19.4 16.5
0.3

0%
20%
40%
60%
80%



行動規範に沿った行動ができているか／「国民を第一」に考えた行動

16

Q11_1 あなたは、国家公務員行動規範（「国民を第一」に考えた行動、「中立・公正」な立場での職務遂行、「専門性と根拠」に基づいた客観的判断）に沿った行動ができていますか。／「国民を第一」に考えた行
動(SA)

全体では、「行動できている・計」が54.4%。役職別では、【指定職、本省（課室長）】の「行動できている・計」が68.5%と、全体を14pt以上上回っている。

できている だいたいできている どちらとも言えない あまりできていない できていない

（%）

n=

550  54.4 10.8

～29歳 125  50.0 5.6

30～39歳 110  47.3 15.2

40～49歳 122  57.7 11.4

50～59歳 167  57.0 12.5

60歳以上 25  74.1 3.7

本府省庁 178  57.1 9.3

本府省庁以外 372  53.1 11.5

指定職、本省（課室長） 35  68.5 8.7

本省（課長補佐、係長、係員） 123  59.8 10.7

地方機関（部長、課長） 49  56.2 9.9

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  54.3 8.9

その他 116  43.8 15.6

※n=30未満の場合はグレーアウト

行動できている・計 行動できていない・計

行動できていない・

計

全体

役職

勤務先

年齢別

行動できている・計

17.3

13.9

8.9

16.0

26.0

18.5

19.3

16.3

22.8

19.5

26.9

13.8

15.8

37.1

36.1

38.4

41.7

31.0

55.6

37.8

36.8

45.6

40.3

29.2

40.5

28.0

34.8

44.4

37.5

30.9

30.5

22.2

33.5

35.4

22.8

29.5

33.9

36.7

40.6

6.8

2.8

10.7

6.3

8.0

3.7

7.1

6.6

8.7

7.5

9.9

3.6

10.2

4.0

2.8

4.5

5.1

4.5

2.3

4.9

3.2

5.3

5.4



行動規範に沿った行動ができているか／「中立・公正」な立場での職務遂行

17
Q11_2 あなたは、国家公務員行動規範（「国民を第一」に考えた行動、「中立・公正」な立場での職務遂行、「専門性と根拠」に基づいた客観的判断）に沿った行動ができていますか。／「中立・公正」な立場での
職務遂行(SA)

全体では、「行動できている・計」が66.9%。役職別では、【指定職、本省（課室長）】の「行動できている・計」が84.3%と顕著に高い。

できている だいたいできている どちらとも言えない あまりできていない できていない

（%）

n=

550  66.9 6.7

～29歳 125  72.2 5.6

30～39歳 110  58.0 8.9

40～49歳 122  63.4 7.4

50～59歳 167  68.5 5.5

60歳以上 25  85.2 7.4

本府省庁 178  70.0 3.6

本府省庁以外 372  65.4 8.2

指定職、本省（課室長） 35  84.3 -

本省（課長補佐、係長、係員） 123  69.1 4.8

地方機関（部長、課長） 49  69.5 8.7

地方機関（課長補佐、係長、係員） 227  69.7 5.5

その他 116  52.6 12.4

※n=30未満の場合はグレーアウト

行動できている・計 行動できていない・計

行動できていない・

計

全体

役職

勤務先

年齢別

行動できている・計

23.3

13.9

18.8

21.1

34.5

25.9

24.0

22.9

41.4

19.8

38.3

21.1

19.5

43.6

58.3

39.3

42.3

34.0

59.3

45.9

42.5

42.9

49.3

31.2

48.6

33.1

26.4

22.2

33.0

29.1

26.0

7.4

26.5

26.4

15.7

26.1

21.7

24.8

35.0

4.3

5.6

4.5

4.6

2.5

7.4

2.0

5.4

2.1

8.7

3.2

8.1

2.4

4.5

2.9

3.0

1.6

2.9

2.7

2.3

4.2



行動規範に沿った行動ができているか／「専門性と根拠」に基づいた客観的判断
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Q11_3 あなたは、国家公務員行動規範（「国民を第一」に考えた行動、「中立・公正」な立場での職務遂行、「専門性と根拠」に基づいた客観的判断）に沿った行動ができていますか。／「専門性と根拠」に基づいた
客観的判断(SA)

全体では、「行動できている・計」は65.3%。役職別では、【指定職、本省（課室長）】の「行動できている・計」が85.4%と顕著に高い。



国家公務員の意識に関するアンケート結果から（主なもの）
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1．分析結果
(1) エンゲージメント関係

• 仕事に活力・熱意を持って取り組むためのニーズは、「仕事と私生活のバランスが十分にとれること」「仕事に見合った給与を受け取れること」

「仕事の成果に対して適切な評価が得られること」の順に高い。（p7)

• 所属組織の理念に共感している者の約96%、所属組織で働くことに誇りを持っている者の97％が、仕事に熱心に取り組んでいると感じると

答えている。(p4）

• 職位が高い者は、他の役職に比べ仕事へのエンゲージメントが高い可能性がうかがえる。（ｐ４～６）

(2) 行動規範の浸透度関係

• 国家公務員行動規範に沿った行動ができていると回答した者の割合は、本省幹部・管理職層が顕著に高い。（ｐ１６～１８）

2．アンケートから見えた課題
• 本アンケートでは、仕事へのエンゲージメント（熱心・活力・没頭）は、30代が最も低い。仕事を通じた能力向上や成長機会の実感も３０代が低

い。（ｐ４～６, １０～11）

• 所属組織の理念に共感していると答えた者は約３割にとどまり、組織理念の浸透度合いに課題があることがうかがえる。（ｐ８）

3．今後の取組の方向性
(1) エンゲージメント関係

• 能力向上実感・成長機会実感の向上のための取組の強化（特に30代）

• 組織理念の浸透のための取組の強化

• 職位が高い者は、高いレベルでの仕事への取組姿勢を、他の層に伝播する役割が期待される

(2) 行動規範の浸透度関係

• 国家公務員行動規範の現場実践（具体事例の共有、行動規範に沿った行動がとれたかのフィードバック等）と所属組織の理念への共感、所属

組織で働くことへの誇り、エンゲージメントを循環させる取組



【上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の状況に関する調査】



上限を超えて超過勤務を命ぜられた
職員の状況に関する調査

（令和６年度※）

令和８年１月

人 事 院

※令和６年４月から令和７年３月までの状況。ただし、公正取引委員会、

財務省及び国税庁は、令和６年７月から令和７年６月までの状況



15.5%

84.5%

※上限別で見た場合の表について
１（ ）内は令和５年度の状況
２〔 〕内の人数は年度末定員の総数。「％」は全体､本府省又は本府省以外の総数をそれぞれ100％とした場合の割合
３ 上限別で見た場合の合計は、同一の職員が複数の上限を超えている場合もあるため、「いずれかの上限を超えた職員」の割合とは一致しない

１ 上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の状況

（上限別で見た場合）

他律部署
〔76,917人＝100％〕

上限以下

主なポイント

（１）他律部署（他律的業務の比重が高い部署）

１

本府省 1４.0％

本府省以外 1.５％

上限超え

本府省以外本府省全体上限（他律部署）
〔３6,652人＝100％〕〔40,265人＝100％〕〔76,917人＝100％〕

(403人)329人(5,418人)4,792人(5,821人)5,121人
１月１００時間未満

(1.1%)0.9%(13.9%)11.9%(7.7%)6.7%

(557人)492人(7,318人)6,626人(7,875人)7,118人２～６月平均８０時間以下
(1.5%)1.3%(18.7%)16.5%(10.4%)9.3%

(241人)310人(4,874人)4,566人(5,115人)4,876人年７２０時間以下
(0.7%)0.8%(12.5%)11.3%(6.7%)6.3%

(823人)953人(8,635人)8,347人(9,458人)9,300人月４５時間超は年６回まで
(2.2%)2.6%(22.1%)20.7%(12.5%)12.1%

(1,176人)1,178人(10,898人)10,747人(12,074人)11,925人
いずれかの上限を超えた職員

(3.2%)3.2%(27.9%)26.7%(15.9%)15.5%

・いずれかの上限を超えた職員は全体で11,925人（15.5％）、前年度と比べて本府省は全て減少

・１月100時間未満の上限を超えた職員は全体で5,121人（6.7％）、前年度と比べて700人減少

・月平均80時間以下の上限を超えた職員は全体で7,118人（9.3％）、前年度と比べて757人減少



8.4%

91.6%
自律部署

〔206,532人＝100％〕

※上限別で見た場合の表について
１（ ）内は令和５年度の状況
２〔 〕内の人数は年度末定員の総数。「％」は全体､本府省又は本府省以外の総数をそれぞれ100％とした場合の割合
３ 上限別で見た場合の合計は、同一の職員が複数の上限を超えている場合もあるため、「いずれかの上限を超えた職員」の割合とは一致しない

（上限別で見た場合）

２

本府省 0.8％

上限以下
上限超え

１ 上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の状況

（２）自律部署（他律部署以外の部署）

・いずれかの上限を超えた職員は全体で17,263人（8.4％）、前年度と比べて微増だが、本府省は全て減少

主なポイント

本府省以外 7.6％

本府省以外本府省全体上限（自律部署）
〔１９5,454人＝100％〕〔１1,078人＝100％〕〔２０6,532人＝100％〕

(13,727人)13,819人(1,593人)1,464人(15,320人)15,283人
１月４５時間以下

(7.1%)7.1%(14.0%)13.2%(7.4%)7.4%

(9,578人)9,359人(1,074人)962人(10,652人)10,321人年３６０時間以下
(4.9%)4.8%(9.4%)8.7%(5.2%)5.0%

(15,392人)15,633人(1,731人)1,630人(17,123人)17,263人いずれかの上限を超えた職員
(7.9%)8.0%(15.2%)14.7%(8.3%)8.4%



３

上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員が従事した主な業務としては、以下のものがあった。

※１ 〔 〕内の人数は、複数ある上限のうちいずれかの上限を超えた職員の人数
※２ （ ）内は令和５年度の状況
※３ ①～③は人事院規則に例示する特例業務。④～⑥は「その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁

の長が認めるもの」のうち、共通的な業務を取り上げたもの
※４ それ以外の要因で上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員は、他律部署で6,077人（51.0％）、自律部署で14,118人（81.8％）
※５ ⑥は、他の特例業務に付随する業務以外の国会対応業務を計上したもの
※６ 同一の職員が複数の特例業務に従事している場合もあり、職員人数の合計は〔 〕内の人数にならず、割合の数値の合計は100％に

ならない

２ 上限超えの主な要因別の状況

自律部署他律部署
上限超えの主な要因

〔17,263人＝100％〕〔11,925人＝100％〕

(2,763人)1,730人(1,088人)351人①大規模災害への対処
(16.1%)10.0%(9.0%)2.9%

(63人)87人(1,141人)1,170人②重要な政策に関する法律の立案
(0.4%)0.5%(9.5%)9.8%

(60人)40人(1,161人)987人③他国又は国際機関との重要な交渉
(0.4%)0.2%(9.6%)8.3%

(2,581人)2,774人(1,476人)1,589人④予算・会計関係業務
(15.1%)16.1%(12.2%)13.3%

(1,668人)1,916人(885人)909人⑤人事・給与関係業務
(9.7%)11.1%(7.3%)7.6%

(102人)146人(2,666人)2,445人⑥国会対応業務
(0.6%)0.8%(22.1%)20.5%

主なポイント

・他律部署において、「①大規模災害への対処」、「③他国又は国際機関との重要な交渉」及び「⑥国会対応業務」に

より上限を超えた職員は減少

・「②重要な政策に関する法律の立案」、「④予算・会計関係業務」及び「⑤人事・給与関係業務」により上限を超え

た職員は、他律・自律部署のいずれも増加

・主な要因のうち最も多かったのは、他律部署で「⑥国会対応業務」（2,445人、20.5％）、自律部署で「④予算・会

計関係業務」（2,774人、16.1％）



４

月100時間未満の上限を超えて超過勤務を命ぜられた累計回数別の状況は、以下のとおりだった。

３ 月100時間未満の上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の状況

・月100時間未満の上限を超えて超過勤務を命ぜられた累計回数は、１回が約５割、３回以下が８割超

※１ 〔 〕内の人数は令和６年度において１月100時間未満の上限を１回でも超えた職員の総数。
「％」は全体､本府省又は本府省以外の総数をそれぞれ100％とした場合の割合

※２ １月100時間未満の上限を１回でも超えた職員について、１年の間で１月100時間未満の上限を超えた累計回数ごとに人数を集計したもの。
例えば、ある職員が４月と６月と10月にそれぞれ上限を超えて超過勤務を命ぜられた場合には、回数が「３回」の欄に計上される
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2,400

2,600

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 １１回 １２回

本府省 本府省以外

1,000

本府省以外本府省全体
累計回数

〔329人＝１０0％〕〔4,792人＝１０0％〕〔5,121人＝１００％〕

59.3%195人48.6%2,329人49.3%2,524人１回

18.5%61人20.5%982人20.4%1,043人２回

8.5%28人12.4%596人12.2%624人３回

4.0%13人7.0%337人6.8%350人４回

4.6%15人4.7%225人4.7%240人５回

1.8%6人2.4%116人2.4%122人６回

1.8%6人2.0%97人2.0%103人７回

0.6%2人0.8%37人0.8%39人８回

0.6%2人0.6%27人0.6%29人９回

−−0.4%18人0.4%18人１０回

0.3%1人0.4%17人0.4%18人１１回

−−0.2%11人0.2%11人１２回

主なポイント



各省各庁の長は、下表に掲げる範囲内で、必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

特例業務により、上限を超えて超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、当
該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、適切に情報を収集して、１年の末日の翌日から起算して６箇月
以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行う必要がある。

注１「他律的業務」とは、
業務量、業務の実施時
期その他の業務の遂行
に関する事項を自ら決
定することが困難な業
務をいう。

【参考資料１】

超過勤務命令の上限

要因の整理分析等

超過勤務の上限等に関する措置（現行制度）の概要

５

特例業務(注２)に従事する職員又は従事していた職員に、上限を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合には、超過勤務
命令の上限は適用しない。

他律的業務（注１）の比重が高い部署（他律部署）原則（自律部署）

年間720時間以下1箇月100時間未満１箇月45時間以下

月45時間以下 × 年６回２～6箇月平均80時間以下年間360時間以下

注２「特例業務」とは、
大規模災害への対処、
重要な政策に関する法
律の立案、他国又は国
際機関との重要な交渉
その他の重要な業務で
あって特に緊急に処理
することを要するもの
と各省各庁の長が認め
る業務。

注３ ２箇月､３箇月､４
箇月､５箇月､６箇月の
いずれの期間において
も、平均が80時間以下
であることをいう。

自律部署 他律部署



合計 本府省 本府省以外 合計 本府省 本府省以外 合計 本府省 本府省以外 合計 本府省 本府省以外

全体 27.1% 78.4% 15.8% 15.5% 26.7% 3.2% 8.4% 14.7% 8.0% 10.0% 24.0% 6.9%
会計検査院 89.4% 89.4% — 6.3% 6.3% － 15.0% 15.0% － 7.2% 7.2% －
人事院 48.8% 65.6% 10.1% 8.6% 9.2% 0.0% 0.9% 1.3% 0.6% 4.7% 6.5% 0.5%
内閣官房 91.5% 91.5% — 29.3% 29.3% － 26.9% 26.9% － 29.1% 29.1% －
内閣法制局 79.0% 79.0% — 45.3% 45.3% － 58.8% 58.8% － 48.1% 48.1% －
内閣府 58.0% 82.7% 11.4% 28.9% 30.5% 7.9% 16.4% 26.0% 12.9% 23.7% 29.7% 12.3%
宮内庁 41.3% 48.3% 0.0% 20.2% 20.2% － 11.6% 13.5% 5.9% 15.2% 16.7% 5.9%

公正取引委員会 75.4% 95.6% 0.0% 11.9% 11.9% － 10.5% 9.4% 10.7% 11.5% 11.8% 10.7%
警察庁 76.2% 89.7% 69.8% 7.5% 19.3% 0.2% 7.4% 1.8% 8.3% 7.5% 17.5% 2.6%

個人情報保護委員会 88.7% 88.7% — 12.7% 12.7% － 65.4% 65.4% － 18.6% 18.6% －
カジノ管理委員会 51.5% 51.5% — 15.1% 15.1% － 18.5% 18.5% － 13.2% 13.2% －

金融庁 95.3% 95.3% — 23.1% 23.1% － 17.9% 17.9% － 22.9% 22.9% －
消費者庁 67.7% 67.7% — 25.4% 25.4% － 16.0% 16.0% － 22.4% 22.4% －
こども家庭庁 82.6% 100.0% 0.0% 55.5% 55.5% － 32.1% － 32.1% 51.4% 55.5% 32.1%
デジタル庁 89.0% 89.0% — 35.0% 35.0% － 50.0% 50.0% － 36.6% 36.6% －
復興庁 63.3% 90.6% 16.3% 35.5% 36.8% 23.1% 31.3% 69.2% 23.9% 33.9% 39.9% 23.8%
総務省 41.2% 81.3% 0.0% 28.0% 28.0% － 6.8% 32.0% 2.0% 15.6% 28.7% 2.0%

公害等調整委員会 0.0% 0.0% — － － － 8.3% 8.3% － 8.3% 8.3% －
消防庁 70.9% 91.0% 0.0% 54.9% 54.9% － 28.0% 66.7% 15.8% 47.1% 56.0% 15.8%
法務省 47.9% 91.0% 47.1% 3.6% 21.5% 2.9% 4.8% 32.5% 4.7% 4.2% 22.0% 3.8%

出入国在留管理庁 35.0% 76.2% 32.0% 20.3% 60.6% 13.4% 10.3% 47.1% 9.4% 13.8% 57.3% 10.7%
公安審査委員会 0.0% 0.0% — － － － 25.0% 25.0% － 25.0% 25.0% －
公安調査庁 5.3% 24.5% 0.0% 8.3% 8.3% － 2.6% 11.1% 0.8% 2.9% 10.5% 0.8%
外務省 97.7% 97.7% — 28.3% 28.3% － 16.4% 16.4% － 28.0% 28.0% －
財務省 16.0% 96.4% 4.8% 30.7% 38.4% 8.9% 6.8% 2.7% 6.8% 10.6% 37.1% 6.9%
国税庁 4.1% 77.1% 2.7% 15.9% 34.9% 4.8% 3.2% 6.3% 3.2% 3.7% 28.4% 3.2%

文部科学省 92.7% 98.8% 37.6% 25.5% 26.0% 13.2% 3.8% 21.1% 0.9% 23.9% 26.0% 5.5%
スポーツ庁 98.2% 98.2% — 19.3% 19.3% － 100.0% 100.0% － 20.7% 20.7% －
文化庁 99.0% 98.9% 100.0% 19.6% 20.1% 0.0% 33.3% 33.3% － 19.7% 20.2% 0.0%

厚生労働省 26.8% 96.8% 16.3% 18.8% 39.2% 0.7% 3.6% 25.0% 3.5% 7.6% 38.8% 3.0%
中央労働委員会 12.7% 13.3% 0.0% 23.1% 23.1% － 2.2% 2.4% 0.0% 4.9% 5.1% 0.0%
農林水産省 24.5% 50.3% 13.9% 14.3% 20.9% 4.5% 4.3% 13.5% 2.1% 6.7% 17.0% 2.5%
林野庁 5.2% 40.9% 0.0% 15.2% 15.2% － 2.4% 21.8% 0.7% 3.0% 19.1% 0.7%
水産庁 21.5% 26.1% 0.0% 19.5% 19.5% － 14.8% 19.0% 0.0% 15.8% 19.1% 0.0%

経済産業省 44.3% 78.9% 0.0% 28.5% 28.5% － 17.2% 30.1% 13.7% 22.2% 28.8% 13.7%
資源エネルギー庁 96.5% 96.5% — 74.3% 74.3% － 53.3% 53.3% － 73.5% 73.5% －

特許庁 14.0% 14.0% — 22.5% 22.5% － 1.2% 1.2% － 3.5% 3.5% －
中小企業庁 81.5% 81.5% — 65.6% 65.6% － 81.1% 81.1% － 68.5% 68.5% －
国土交通省 11.1% 87.0% 0.1% 22.4% 22.4% 15.2% 18.8% 27.7% 18.6% 17.2% 23.1% 16.3%
観光庁 96.4% 96.4% — 22.7% 22.7% － 50.0% 50.0% － 23.7% 23.7% －
気象庁 27.4% 86.6% 0.0% 4.4% 4.4% － 6.2% 37.4% 4.2% 5.7% 8.8% 4.2%

運輸安全委員会 70.9% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% － 0.0% － 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
海上保安庁 6.3% 69.0% 0.0% 20.3% 20.3% － 21.1% 2.2% 21.7% 21.1% 14.7% 21.7%
環境省 65.1% 95.7% 38.5% 28.6% 39.9% 4.1% 20.6% 20.0% 20.7% 25.8% 39.0% 14.3%

原子力規制委員会 73.2% 75.7% 14.9% 4.9% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 3.8% 0.0%
防衛省 100.0% 100.0% — 9.1% 9.1% － － － － 9.1% 9.1% －

　※１　集計対象は、一般職国家公務員である。
　※２　併任の場合は本務で集計している。ただし、専ら併任（併任の期間中、主として併任先の官職の業務に従事する場合を指した通称）の場合は原則併任先で集計している。
　※３　公正取引委員会、財務省及び国税庁は令和６年７月から令和７年６月までの状況である。
　※４　いずれかの上限を超えた職員の割合は、それぞれの令和６年度末予算定員で除して算出したものである。
　※５　他律的業務の比重が高い部署の割合は、それぞれの令和６年度末予算定員を用いて算出したものである。
　※６　外務省の在外公館に勤務する職員は除いている。

参考資料２

令和６年度　他律的業務の比重が高い部署の指定状況及び上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の状況

府省名 他律部署 自律部署 他律部署＋自律部署
いずれかの上限を超えた職員の割合（対定員）他律的業務の比重が

高い部署の割合

   ６



【他律部署】

全体 351人 2.9% 1,170人 9.8% 987人 8.3% 1,589人 13.3% 909人 7.6% 2,445人 20.5%
会計検査院 0人 ー 0人 ー 0人 ー 8人 11.4% 10人 14.3% 2人 2.9%
人事院 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 7人 26.9% 0人 ー
内閣官房 1人 0.3% 41人 12.5% 6人 1.8% 17人 5.2% 29人 8.9% 57人 17.4%
内閣法制局 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 2人 6.9%
内閣府 64人 15.0% 36人 8.4% 4人 0.9% 34人 7.9% 19人 4.4% 152人 35.5%
宮内庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 16人 18.2% 2人 2.3%
公正取引委員会 0人 ー 10人 12.0% 0人 ー 4人 4.8% 6人 7.2% 8人 9.6%
警察庁 7人 1.5% 58人 12.6% 11人 2.4% 47人 10.2% 72人 15.6% 154人 33.4%
個人情報保護委員会 0人 ー 10人 38.5% 3人 11.5% 0人 ー 0人 ー 3人 11.5%
カジノ管理委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 5人 38.5% 2人 15.4% 1人 7.7%
金融庁 3人 0.8% 71人 19.5% 43人 11.8% 11人 3.0% 33人 9.1% 67人 18.4%
消費者庁 1人 1.3% 8人 10.0% 1人 1.3% 1人 1.3% 6人 7.5% 38人 47.5%
こども家庭庁 2人 0.9% 34人 16.0% 0人 ー 91人 42.7% 9人 4.2% 56人 26.3%
デジタル庁 0人 ー 10人 5.9% 4人 2.4% 12人 7.1% 5人 2.9% 23人 13.5%
復興庁 0人 ー 1人 2.0% 0人 ー 20人 40.8% 1人 2.0% 11人 22.4%
総務省 12人 2.2% 48人 9.0% 20人 3.7% 31人 5.8% 39人 7.3% 81人 15.2%
公害等調整委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
消防庁 44人 65.7% 0人 ー 0人 ー 15人 22.4% 7人 10.4% 11人 16.4%
法務省 0人 ー 35人 4.3% 1人 0.1% 57人 7.1% 21人 2.6% 77人 9.5%
出入国在留管理庁 0人 ー 31人 6.9% 2人 0.4% 17人 3.8% 18人 4.0% 89人 19.7%
公安審査委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
公安調査庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 3人 37.5% 1人 12.5% 0人 ー
外務省 0人 ー 0人 ー 520人 63.6% 15人 1.8% 35人 4.3% 0人 ー
財務省 0人 ー 8人 1.0% 67人 8.0% 42人 5.0% 87人 10.4% 50人 6.0%
国税庁 3人 0.8% 0人 ー 0人 ー 33人 8.9% 23人 6.2% 22人 6.0%
文部科学省 15人 3.5% 23人 5.4% 20人 4.7% 185人 43.3% 40人 9.4% 141人 33.0%
スポーツ庁 1人 4.8% 3人 14.3% 2人 9.5% 12人 57.1% 2人 9.5% 8人 38.1%
文化庁 4人 7.1% 2人 3.6% 3人 5.4% 33人 58.9% 4人 7.1% 16人 28.6%
厚生労働省 12人 0.7% 328人 19.3% 33人 1.9% 291人 17.1% 153人 9.0% 554人 32.6%
中央労働委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 2人 66.7% 0人 ー 0人 ー
農林水産省 41人 8.5% 72人 14.8% 16人 3.3% 96人 19.8% 58人 12.0% 86人 17.7%
林野庁 0人 ー 12人 32.4% 1人 2.7% 15人 40.5% 0人 ー 2人 5.4%
水産庁 8人 18.6% 6人 14.0% 2人 4.7% 28人 65.1% 5人 11.6% 17人 39.5%
経済産業省 5人 0.9% 107人 18.2% 79人 13.4% 16人 2.7% 21人 3.6% 238人 40.5%
資源エネルギー庁 0人 ー 68人 22.4% 42人 13.9% 0人 ー 0人 ー 190人 62.7%
特許庁 0人 ー 8人 9.1% 1人 1.1% 0人 ー 0人 ー 8人 9.1%
中小企業庁 10人 9.3% 11人 10.3% 0人 ー 0人 ー 0人 ー 64人 59.8%
国土交通省 73人 7.3% 99人 10.0% 47人 4.7% 303人 30.5% 82人 8.2% 120人 12.1%
観光庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 3人 6.1% 0人 ー 6人 12.2%
気象庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 11人 18.3% 2人 3.3% 1人 1.7%
運輸安全委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
海上保安庁 20人 10.6% 0人 ー 1人 0.5% 58人 30.9% 59人 31.4% 42人 22.3%
環境省 25人 6.0% 29人 6.9% 56人 13.4% 67人 16.0% 20人 4.8% 46人 11.0%
原子力規制委員会 0人 ー 1人 2.4% 2人 4.9% 6人 14.6% 17人 41.5% 0人 ー
防衛省 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
　※１　集計対象は、一般職国家公務員である。

　※２　併任の場合は本務で集計している。ただし、専ら併任（併任の期間中、主として併任先の官職の業務に従事する場合を指した通称）の場合は原則併任先で集計している。

　※３　公正取引委員会、財務省及び国税庁は令和６年７月から令和７年６月までの状況である。

　※４　外務省の在外公館に勤務する職員は除いている。

　※６　同一の職員が複数の特例業務に従事している場合もあり、また、上記の特例業務のほか、各府省固有業務等が特例業務とされているため、上記数値を足しても100％にならない。

参考資料３－１

　※５　割合は、他律部署の４つの上限のうち、いずれかの上限を超えた職員の人数を100％として算出したものである。

令和６年度　特例業務の主な要因別の状況（府省別）

府省名 ①大規模災害への
対処

②重要な政策に
関する法律の立案

③他国又は国際
機関との重要な交渉

④予算・会計関係
業務

⑤人事・給与関係
業務 ⑥国会対応業務

 ７



【自律部署】

全体 1,730人 10.0% 87人 0.5% 40人 0.2% 2,774人 16.1% 1,916人 11.1% 146人 0.8%
会計検査院 0人 ー 0人 ー 0人 ー 1人 5.0% 0人 ー 0人 ー
人事院 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
内閣官房 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
内閣法制局 0人 ー 0人 ー 0人 ー 3人 30.0% 2人 20.0% 1人 10.0%
内閣府 6人 3.4% 2人 1.1% 0人 ー 90人 51.1% 20人 11.4% 3人 1.7%
宮内庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 15人 20.8% 12人 16.7% 0人 ー
公正取引委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 1人 4.2% 1人 4.2% 0人 ー
警察庁 6人 4.3% 0人 ー 0人 ー 42人 29.8% 53人 37.6% 0人 ー
個人情報保護委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 3人 17.6% 10人 58.8% 0人 ー
カジノ管理委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
金融庁 0人 ー 1人 7.1% 1人 7.1% 0人 ー 1人 7.1% 0人 ー
消費者庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 3人 12.5% 3人 12.5% 0人 ー
こども家庭庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 2人 7.7% 1人 3.8% 0人 ー
デジタル庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 7人 23.3% 8人 26.7% 1人 3.3%
復興庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 16人 64.0% 6人 24.0% 0人 ー
総務省 2人 1.1% 10人 5.4% 5人 2.7% 15人 8.1% 17人 9.1% 8人 4.3%
公害等調整委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 1人 33.3% 1人 33.3%
消防庁 9人 64.3% 0人 ー 0人 ー 3人 21.4% 0人 ー 0人 ー
法務省 0人 ー 0人 ー 0人 ー 302人 25.5% 325人 27.4% 0人 ー
出入国在留管理庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 48人 11.2% 65人 15.2% 6人 1.4%
公安審査委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 1人 100.0% 0人 ー
公安調査庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 7人 15.9% 0人 ー
外務省 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
財務省 0人 ー 0人 ー 0人 ー 168人 17.3% 177人 18.2% 0人 ー
国税庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 50人 2.9% 343人 19.8% 1人 0.1%
文部科学省 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 2人 40.0% 0人 ー
スポーツ庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
文化庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
厚生労働省 2人 0.2% 0人 ー 0人 ー 35人 4.0% 74人 8.4% 12人 1.4%
中央労働委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
農林水産省 75人 16.6% 37人 8.2% 6人 1.3% 128人 28.3% 79人 17.5% 14人 3.1%
林野庁 16人 15.4% 1人 1.0% 2人 1.9% 41人 39.4% 18人 17.3% 1人 1.0%
水産庁 11人 9.2% 8人 6.7% 17人 14.3% 50人 42.0% 4人 3.4% 18人 15.1%
経済産業省 20人 4.5% 20人 4.5% 6人 1.3% 17人 3.8% 12人 2.7% 28人 6.3%
資源エネルギー庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 3人 37.5% 0人 ー
特許庁 0人 ー 2人 6.9% 2人 6.9% 0人 ー 0人 ー 0人 ー
中小企業庁 0人 ー 1人 3.3% 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
国土交通省 1,574人 23.6% 5人 0.1% 0人 ー 1,485人 22.3% 410人 6.2% 38人 0.6%
観光庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 4人 100.0% 0人 ー
気象庁 0人 ー 0人 ー 0人 ー 35人 15.5% 35人 15.5% 0人 ー
運輸安全委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
海上保安庁 4人 0.1% 0人 ー 0人 ー 201人 6.9% 199人 6.8% 14人 0.5%
環境省 5人 3.1% 0人 ー 1人 0.6% 13人 8.0% 23人 14.2% 0人 ー
原子力規制委員会 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
防衛省 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー 0人 ー
　※１　集計対象は、一般職国家公務員である。

　※２　併任の場合は本務で集計している。ただし、専ら併任（併任の期間中、主として併任先の官職の業務に従事する場合を指した通称）の場合は原則併任先で集計している。

　※３　公正取引委員会、財務省及び国税庁は令和６年７月から令和７年６月までの状況である。

　※４　外務省の在外公館に勤務する職員は除いている。

　※５　割合は、自律部署の２つの上限のうち、いずれかの上限を超えた職員の人数を100％として算出したものである。

　※６　同一の職員が複数の特例業務に従事している場合もあり、また、上記の特例業務のほか、各府省固有業務等が特例業務とされているため、上記数値を足しても100％にならない。

参考資料３－２

令和６年度　特例業務の主な要因別の状況（府省別）

府省名 ①大規模災害への
対処

②重要な政策に
関する法律の立案

③他国又は国際
機関との重要な交渉

④予算・会計関係
業務

　⑤人事・給与関係
業務 ⑥国会対応業務

   ８



人事院における取組

・超過勤務の縮減に向けた人事院の取組については、令和７年人事院勧告時報告において言及
https://www.jinji.go.jp/content/000011736.pdf

・概要は次のとおり

※勤務時間調査・指導室において、超過勤務時間の適正な管理等の調査・指導を実施
○月100時間等の上限を超える超過勤務の最小化に向けて各府省が取組を自律的に進められるよう、個々の
職場の実情に応じた実効的な縮減策を示し、その着実な実施を伴走支援

○調査・指導を行っても取組が不十分な場合は、臨時調査を実施し、一層の取組と改善状況の報告を求める

○各府省に対して、行政部内での効率的な業務遂行を働きかけるとともに、行政部内を超えた取組が必要と
判断されるものについては、国会を始めとする関係各方面の協力を要請

○いわゆるバックオフィス業務について、業務の集約やDX等を集中的に進められるよう、関係部局に要請

○月100時間等の上限を超える超過勤務の最小化のため、調査等で把握した各府省の超過勤務の実態を踏まえ、
特例業務の範囲に関する判断を厳格にするよう、指導を強化し、関連通知を改正

【参考資料４】

１．各府省の組織風土改革や実効的取組に向けた調査・指導の強化

２．長時間の超過勤務の主な要因となる業務の重点的な改善

３．特例業務の範囲の厳格化に向けた取組

９

○各府省に対して、人事院規則で義務付けられている医師による面接指導の実施を徹底させるための助言・
指導を実施。その一環として、面接指導が義務付けられていることについての幹部・管理職員の認識を
確実なものとするとともに、職員一人一人に面接指導など健康管理の重要性を周知・啓発

４．長時間の超過勤務を行う職員の健康保持に向けた取組



対 象 形 態 詳 細

月100時間超等の上限を超える超過勤務
を行う職員が多い部署

【令和８年度】

特に月100時間超の年間累計回数が多い
傾向にある府省

伴走支援

• 月100時間超等の要因について、人事担当部局

やモデル課へのヒアリング、職員アンケート等

を実施し、実情を把握

• 実情を踏まえて要因を分析した上で、要因に応

じた改善策を提案し、継続的に支援

※今年度は３府省を対象にパイロット版を実施
来年度以降は本格実施を予定

公務災害認定等のうち長時間の超過勤務
等に関する事案で、他の職員にも重大な
問題が生じている蓋然性が高く、
再発防止を確認する必要がある場合

臨時調査

• 事案(通報事実)発生からの取組内容・改善状況

の報告を求める

• 事案等の対象となった部署を指定し、超過勤務

時間と客観的に把握された記録（｢在庁時間｣）

を突合する調査を臨時で実施

• 更なる取組が必要な場合は指導し、それについ

ても取組結果の報告を求める

※今年度は２府省を対象に実施

勤務時間管理や長時間の超過勤務に係る
個別通報対応等において、
是正指導等を行ったにもかかわらず
取組が十分に行われない場合

その他の府省 （通常調査）
• 超過勤務時間と在庁時間の突合や、勤務時間の

管理等の状況等の聴取を行う調査を実施

月100時間超等の超過勤務最小化に向けた新たな取組（概要）

月100時間超等の超過勤務の最小化に向け、各府省の実情を踏まえて伴走支援や臨時調査を新たに実施
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